
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 令和５年度松阪市自転車駐車対策協議会 

２．開 催 日 時 令和 5年 7月 5日（水）14時 00分～14時 32分 

３．開 催 場 所 橋西地区市民センター 大会議室 

４．出席者氏名 

委 員  

◎谷川英次、名古勉、野田哲也、(代)堀口和宏、竹内敏明、姫子松伸

浩、田中俊幸、村田武俊、松本幸夫、岡田知樹、田島浩、西浦有一、

鈴木英之、(代)服部亜由美、小泉明弘 （◎会長） 

 

事務局 

地域安全対策課 

課長：大塚弘也 課長補佐：安部徹 交通安全対策係長：松本幸和  

交通安全対策係員：吉田知世  

嬉野地域振興局地域振興課 

課長：松野直樹 主任：石井洋次 

三雲地域振興局地域振興課 

課長：松井祐介 主任：深田信之 

５．公開及び非公開 公 開  

６．傍 聴 者 数 報道 2人 

７．担 当 

松阪市環境生活部地域安全対策課 

TEL 0598-53-4061 

FAX 0598-22-1057 

e-mail  anz.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

事  項：   1. 会長あいさつ 

2. 自転車に関する交通事故情勢について 

3. 自転車の盗難被害状況及び防犯対策について 

4. 議事・報告事項 

  4.1 自転車放置禁止区域の変更（追加指定）（案）について 

  4.2 自転車放置禁止区内における放置自転車の撤去状況等について 

  4.3 その他 

 

議 事 録： 別紙 
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令和５年度 松阪市自転車駐車対策協議会《会議録》 

 

日  時 ： 令和５年７月５日（水）14:00 ~ 14:32 

場  所 ： 橋西地区市民センター 大会議室 

出席委員 ： 名古勉、野田哲也、堀口和宏、竹内敏明、姫子松伸浩、田中俊幸、村田武俊、松

本幸夫、岡田知樹、田島浩、西浦有一、鈴木英之、服部亜由美、小泉明弘 

欠席委員    ： 池田好和、中村哲也、津村善博 

事 務 局  ： 谷川英次（環境生活部部長、会長）、大塚弘也（地域安全対策課長）、安部徹(地

域安全対策課長補佐）、松本幸和(交通安全対策係長)、吉田知世（交通安全対策

係係員）、松野直樹 （嬉野地域振局地域振興課長）、石井洋次 （嬉野地域振興局地

域振興課主任）、松井祐介 （三雲地域振興局地域振興課長）、深田信之 （三雲地域

振興局地域振興課主任） 

 

1 会長【松阪市環境生活部長】あいさつ 

 

・会長（谷川環境生活部長）あいさつ 

・自己紹介 

・配布資料確認 

 

2 自転車に関する交通事故情勢について 

 

〇委員 

 道路交通法の改正について説明 

・R5.4.1～ 自転車利用者に関するヘルメットの着用努力義務 

自転車の運転者はヘルメットを着用するように努めなければならない 

・R5.7.1～ 特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード等）の交通方法等に

関する規定について 

自転車の交通事故情勢について説明 

 

3 自転車の盗難被害状況及び防犯対策について 

 

〇委員 

  自転車の盗難被害状況について説明。  
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  ・自転車盗は増加傾向にある 

被害者の約６割が１０代、男性が８割 

    防犯対策について説明 

・ツーロックで防ぐ 開錠方法の違うカギを複数かけるとよい。 

わずかな時間であっても鍵をかける 

明るく、監視の行き届いた駐輪場を利用する 

防犯登録をする 

 

質疑応答：なし 

 

4 議事・報告事項 

4.1 自転車放置禁止区域の変更（追加指定）（案）について 

 

〇事務局 

  資料に基づき説明。 

  ・自転車放置禁止区域の変更（追加指定）について 

 

〇委員 

市営有料駐輪場の跡地の属性はどうなるのか 

  道路であれば道路交通法の規制対象の区分になる 

 

〇事務局 

  公有財産台帳に基づき、公衆用道路になる 

 

〇委員 

  土地の区分としては公衆用道路になる 

       現段階では道路法上の道路区域内には含めずに、公衆用用地として取り扱いま

す。 

     

議決結果：全員賛成により可決 
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4.2 自転車放置禁止区域内における放置自転車の撤去状況等について 

 

〇事務局 

  資料に基づき説明。 

  ・自転車放置禁止区域における撤去、返還状況について 

  ・松阪駅周辺の自転車駐車場の収容可能台数と利用台数について 

  ・市営自転車駐車場の整備状況について 

 

質疑応答：なし 

 

 

4.3 その他 

   

     追加協議、意見、質問等なし 

 

 


